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条   例 

奈良市立応急診療所条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 1号 

奈良市立応急診療所条例の一部を改正する条例 

奈良市立応急診療所条例（昭和 50年奈良市条例第1号）の一部を次のように改正する。 

第4条第1項の表奈良市立休日歯科応急診療所の項中「午前 9時」を「午前10時」に、「午後 5時」を「午後4時」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市八条・大安寺周辺地区土地区画整理事業に係る固定資産税等の特例に関する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 2号 

奈良市八条・大安寺周辺地区土地区画整理事業に係る固定資産税等の特例に関する条例 

（趣旨） 

第1条 この条例は、土地区画整理法（昭和 29年法律第119号。以下「法」という。）に基づく八条・大安寺周辺地

区土地区画整理事業（以下「事業」という。）の施行に伴い、事業の施行区域内の土地の利用に制約が課されること

から、地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 6条第 1項の規定に基づき、固定資産税及び都市計画税（以下「固

定資産税等」という。）の課税について奈良市税条例（昭和 46年奈良市条例第12号）の特例を定めるものとする。 

（定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 施行区域内 法第2条第8項に規定する施行区域の区域内をいう。 

(2) 土地区画整理組合 法第3条第2項に規定する土地区画整理組合をいう。 

(3) 都市計画 都市計画法（昭和 43年法律第100号）第4条第1項に規定する都市計画をいう。 

(4) 市街化区域 都市計画法第 7条第1項に規定する市街化区域をいう。 

(5) 市街化調整区域 都市計画法第 7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。 

（土地の使用収益停止に伴う固定資産税等の課税免除） 

第3条 事業の施行区域内に存する農地（土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行区域（当該土地区画

整理事業に関連する都市計画の決定により、新たに市街化調整区域から市街化区域に区域区分の変更が行われた区

域（生産緑地法（昭和49年法律第 68号）第2条第3号に規定する生産緑地を除く。）に限る。）に存するものに限

る。）であって、事業の施行により現に使用収益をすることができない状態にあるものについては、奈良市税条例

附則第 17条の規定に基づいて減額された後の当該農地に係る固定資産税等を免除するものとする。 

2 前項に規定するものを除き、事業の施行区域内に存する土地であって、事業の施行により現に使用収益をするこ

とができない状態にあるものについては、当該土地の使用収益を停止された日の属する年の翌年（使用収益を停止

された日が 1月 1日であるときはその年。以下同じ。）の賦課期日に係る年度から当該土地の使用収益の開始の日

の属する年（使用収益の開始の日が 1月1日であるときはその前年）の賦課期日に係る年度の末日まで、当該土地

のうち使用収益をできない面積が占める割合に応じて、当該土地（当該土地上に存する家屋が使用収益をできなく

なる場合は、家屋を含む。ただし、土地と家屋それぞれの使用収益をできない割合が異なる場合、家屋については、

当該家屋の使用収益をできない面積の割合によることとする。）に係る固定資産税等を免除するものとする。 

3 前 2項の規定にかかわらず、法第 90条及び第 95条第 6項の規定により換地を定めないで金銭で清算することが

予定され、又は決定された土地で、かつ、登記簿に登記されているもののうち、法第100条第1項及び第2項の規

定により使用収益をすることができないもの（現に使用収益をしているものを除く。）については、当該土地の使

用収益を停止された日の属する年の翌年の賦課期日に係る年度から法第 103 条第 4 項の規定により換地処分があ



令和 7 年 1 月 10 日 

（金曜日） 奈 良 市 公 報 号外第 1 号 

－ 4 － 

った旨の公告がされた日の属する年（公告の日が1月1日であるときはその前年）の賦課期日に係る年度の末日ま

で、当該土地のうち使用収益をできない面積が占める割合に応じて、当該土地に係る固定資産税等を免除するもの

とする。 

（課税免除の申請) 

第4条 前条の規定により固定資産税等の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする各年度の初日の属する

年の 1月 31日までに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、同条の規定により

前年度において免除を受けた者で、当該年度において引き続きその免除の事由に変更がないと市長が確認できる場

合は、この限りでない。 

2 前条の規定により固定資産税等の免除を受けた者（以下「免除対象者」という。）は、当該免除に係る土地又は家

屋について使用収益を開始したときは、土地区画整理事業の施行者から交付を受けた使用収益開始日の通知の写し

を市長に速やかに提出しなければならない。ただし、免除対象者から当該使用収益開始日の通知の写しの提出がな

かった場合においても、土地区画整理事業の施行者から市長に当該使用収益開始日の通知の写しの提出がなされた

ときは、当該免除対象者から提出があったものとみなすことができる。 

（免除の取消し) 

第5条 市長は、免除対象者が虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税等の免除を受けたことが判明したとき

は、直ちにその者に係る当該免除を取り消すものとする。 

（委任) 

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、事業の認可後の固定資産税等から適用する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 3号 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （奈良市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改正） 

第1条 奈良市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和 2年奈良市条例第6号）の一部を次のように改

正する。 

第 1条中「第 243条の 2第 1項」を「第 243条の 2の7第 1項」に、「第 243条の2の 2第 3項」を「第 243条

の2の8第3項」に改める。 

第2条中「第173条第1項第 1号」を「第173条の4第1項第1号」に改める。 

 （奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第2条 次に掲げる条例の規定中「第 243条の2の2第8項」を「第 243条の2の8第8項」に改める。 

(1) 奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和 41年奈良市条例第28号）第 6条 

(2) 奈良市病院事業の設置等に関する条例（平成 15年奈良市条例第 47号）第6条 

附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市公告式条例及び奈良市行政手続条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 4号 

奈良市公告式条例及び奈良市行政手続条例の一部を改正する条例 

 （奈良市公告式条例の一部改正） 

第1条 奈良市公告式条例（昭和 25年奈良市条例第16号）の一部を次のように改正する。 
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  第1条中「地方自治法」の次に「（昭和 22年法律第67号）」を加える。 

第2条第2項中「但し」を「ただし」に、「市役所前掲示場」を「市役所掲示場」に改める。 

第4条第1項中「若しくは」を「又は」に改める。 

第5条第1項中「但し、第2条中」を「この場合において、同条中」に、「とあるは」を「とあるのは」に、「読

みかえる」を「読み替える」に改め、同条第 2項中「但し」を「この場合において」に、「とあるは」を「とあるの

は」に、「読みかえる」を「読み替える」に改める。 

 （奈良市行政手続条例の一部改正） 

第2条 奈良市行政手続条例（平成 11年奈良市条例第19号）の一部を次のように改正する。 

  第15条第3項中「市役所前掲示場」を「市役所掲示場」に改める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第 1条の改正規定（第 2条第2項中「市役所前掲示場」を「市

役所掲示場」に改める部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市附属機関設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 5号 

奈良市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

奈良市附属機関設置条例（平成 27年奈良市条例第1号）の一部を次のように改正する。 

別表市長の部奈良市空家等対策推進協議会の項中「第6条第1項」を「第7条第1項」に改め、同部に次のように

加える。 

奈良市公共施設再生可能

エネルギー実装事業者選

定委員会 

公共施設再生可能エネルギー実装事業の事業者の選定に関

する事務 

附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。ただし、別表市長の部奈良市空家等対策推進協議会の項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 6号 

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例（平成 27年奈良市条例第42号）の一部を次のように改正する。 

第4条第1項中「法別表第2の第 2欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改め、同条第 3項中「法別表

第 2の第 2欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第 4欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定

個人情報」に、「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

別表第 2の 15の項中「法別表第 2の第 2欄に掲げる事務のうち第 4欄において」を「特定個人番号利用事務のう

ち」に改める。 

附 則 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

（令和 5年法律第48号）附則第 1条本文に規定する日から施行する。 
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（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 7号 

奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

奈良市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 27年奈良市条例第 30号）の一部を次のように改正する。 

別表第 1に次のように加える。 

いじめ調査委員会の委員         基本報酬 日額       14,000円 

調査等報酬 日額      25,000円 

報告書等作成報酬 30分につき5,000円 

とし、1日当たり80,000円を限度とする。 

いじめ問題再調査委員会の委員 基本報酬 日額        14,000円 

調査等報酬 日額       25,000円 

報告書等作成報酬 30分につき5,000円 

とし、1日当たり80,000円を限度とする。 

 別表第 1備考に次の2項を加える。 

  5 いじめ調査委員会の委員の調査等報酬については、児童等、教職員、児童等の保護者その他同委員会が必要

と認める者に対する聴取等による調査（以下この項において「聴取等調査」という。）又は当該聴取等調査に

係る結果の検証を行う場合に限り支給するものとし、同委員会の委員の報告書等作成報酬については、聴取等

調査に係る報告書等の作成を行う場合に限り支給するものとする。 

6 いじめ問題再調査委員会の委員の調査等報酬については、児童等、教職員、児童等の保護者その他同委員会

が必要と認める者に対する聴取等による調査（以下この項において「聴取等調査」という。）又は当該聴取等

調査に係る結果の検証を行う場合に限り支給するものとし、同委員会の委員の報告書等作成報酬については、

聴取等調査に係る報告書等の作成を行う場合に限り支給するものとする。 

附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 8号 

  奈良市手数料条例の一部を改正する条例 

奈良市手数料条例（平成 12年奈良市条例第 4号）の一部を次のように改正する。 

別表第 76項を同表第75の2項とし、同項の次に次のように加える。 

75の3 接道義務に関する

既存不適格建築物

の現行法不遡及に

係る認定申請手数

料 

建築基準法第86条の7第1項の規定に

基づく接道義務に関する既存不適格建

築物の現行法不遡及に係る認定の申請

に対する審査 

1件につき         

27,000円 

76 道路内建築制限に

関する既存不適格

建築物の現行法不

遡及に係る認定申

請手数料 

建築基準法第86条の7第1項の規定に

基づく道路内建築制限に関する既存不

適格建築物の現行法不遡及に係る認定

の申請に対する審査 

1件につき 

27,000円 
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別表第 79項中「1,180,000円」を「1,450,000円」に、「1,410,000円」を「1,720,000円」に、「1,590,000円」を

「1,920,000円」に、「1,950,000円」を「2,360,000円」に、「2,270,000円」を「2,740,000円」に、「4,550,000円」

を「5,640,000円」に、「5,820,000円」を「7,240,000円」に、「7,070,000円」を「8,790,000円」に改め、同表第

152項中「指定居宅介護支援事業者指定申請手数料」を「指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者指定

申請手数料」に改め、「の指定」の次に「又は同法第 115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指

定（指定居宅介護支援事業者を指定するものに限る。）」を加え、同表第 153項中「指定居宅介護支援事業者指定更新

申請手数料」を「指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料」に改め、「の更新」の次

に「又は同法第115条の31において準用する同法第 70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定

の更新（指定居宅介護支援事業者について指定の更新をするものに限る。）」を加え、同表第 159項及び第160項を次

のように改める。 

159 及び

160 

削除   

別表備考第20項中「及び第151項」を「、第151項」に改め、「指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着

型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料」の次に「及び第 153項に規定する指定居宅介護支援事業者又は指定

介護予防支援事業者指定更新申請手数料」を加える。 

附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例をここに

公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 9号 

奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例 

（奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第1条 奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 30年奈良市条例第10

号）の一部を次のように改正する。 

第8条を次のように改める。 

 第8条 削除 

第14条中「第53条の2第2項各号」を「第53条の3第2項各号」に、「第104条の3第2項各号」を「第104

条の 4第2項各号」に、「第139条の2第2項各号」を「第 139条の3第2項各号」に改める。 

（奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正） 

第2条 奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成 30 年奈良市条例第 11 号）の一部を次のように改正す

る。 

第8条を次のように改める。 

第8条 削除 

（奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第 3条 奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 30年奈良市条例

第12号）の一部を次のように改正する。 

第10条を次のように改める。 

第10条 削除 
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（奈良市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正） 

第4条 奈良市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成 30年奈良市条例第 13号）の一部を次

のように改正する。 

第8条を次のように改める。 

第8条 削除 

（奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第5条 奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例（平成 30年奈良市条例第 14号）の

一部を次のように改正する。 

第6条を次のように改める。 

第6条 削除 

（奈良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法の基準等に関する条例の一部改正） 

第6条 奈良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果 

的な支援の方法の基準等に関する条例（平成 30年奈良市条例第 15号）の一部を次のように改正する。 

第6条を次のように改める。 

第6条 削除 

（奈良市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第 7条 奈良市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 30年奈良市条例第 16号）

の一部を次のように改正する。 

第9条を次のように改める。 

第9条 削除 

（奈良市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部改正） 

第8条 奈良市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成 30年奈良市条例第17

号）の一部を次のように改正する。 

第7条を次のように改める。 

第7条 削除 

（奈良市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第 9条 奈良市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準等に関する条例（平成 30年奈良市条例第 22号）

の一部を次のように改正する。 

第7条を次のように改める。 

第7条 削除 

（奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第10条 奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成 30年奈良市条例第 19号）の一部を次の 

ように改正する。 

第10条を次のように改める。 

第10条 削除 

（奈良市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第 11条 奈良市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成 30年奈良市条例第 20号）の一部を

次のように改正する。 

第11条を次のように改める。 

第11条 削除 

（奈良市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第 12条 奈良市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成 30年奈良市条例第 21号）の一部を次の

ように改正する。 

第10条を次のように改める。 

第10条 削除 
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附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例を廃止する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 10号 

奈良市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例を廃止する条例 

奈良市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成 30年奈良市条例第 18号）は、廃

止する。 

附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 11号 

奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例 

（奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第1条 奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 30年奈良市条例 

第23号）の一部を次のように改正する。 

第12条を次のように改める。 

（衛生管理等の特例） 

第 12 条 指定障害福祉サービス事業者は、感染症の発生及びまん延の防止に必要な衛生用品の備蓄に努めなけれ

ばならない。 

第2条 奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

第6条中「指定自立訓練（生活訓練）」の次に「、指定就労選択支援」を加える。 

第 8条第 1項中「指定自立訓練（生活訓練）（共生型自立訓練（生活訓練）を除く。）」の次に「、指定就労選択

支援」を加える。 

第10条及び第11条第1項中「指定自立訓練（生活訓練）」の次に「、指定就労選択支援」を加える。 

第13条中「指定自立訓練（生活訓練）（共生型自立訓練（生活訓練）を除く。）」の次に「、指定就労選択支援」

を加える。 

（奈良市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第3条 奈良市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成 30年奈良市条例第 24号）の

一部を次のように改正する。 

第6条を次のように改める。 

  （管理者の特例） 

第6条 指定障害者支援施設の管理者は、常勤とする。 

第12条を次のように改める。 

（衛生管理等の特例） 

第 12 条 指定障害者支援施設は、感染症の発生及びまん延の防止に必要な衛生用品の備蓄に努めなければならな

い。 

（奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第4条 奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成 30年奈良市条例第 25号）の一部を
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次のように改正する。 

第5条を次のように改める。 

（管理者の特例） 

第5条 障害福祉サービス事業者がその事業を行う事業所ごとに置かなければならない管理者は、常勤とする。 

第9条第2項中「療養介護」の次に「、短期入所又は共同生活援助」を加える。 

第10条を次のように改める。 

（衛生管理等の特例） 

第 10 条 障害福祉サービス事業者は、感染症の発生及びまん延の防止に必要な衛生用品の備蓄に努めなければな

らない。 

第5条 奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を次のように改正する。 

第7条第1項中「自立訓練（生活訓練）」の次に「、就労選択支援」を加える。 

（奈良市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第6条 奈良市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成 30年奈良市条例第 26号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第10条を次のように改める。 

（衛生管理等の特例） 

第10条 障害者支援施設は、感染症の発生及びまん延の防止に必要な衛生用品の備蓄に努めなければならない。 

（奈良市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第 7条 奈良市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（令和 2年奈良市条例第 11号）

の一部を次のように改正する。 

  第5条中「医療型児童発達支援」を「児童発達支援」に改める。 

  第8条中「、指定医療型児童発達支援」を削る。 

第9条を次のように改める。 

（衛生管理等の特例） 

第9条 指定障害児通所支援事業者は、感染症の発生及びまん延の防止に必要な衛生用品の備蓄に努めなければな

らない。 

 （奈良市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第 8条 奈良市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（令和 3年奈良市条例第 42号）

の一部を次のように改正する。 

  第10条を同条第2項とし、同条に第 1項として次の1項を加える。 

  指定障害児入所施設等は、非常災害に備えるために定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練の

実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。ただし、第 2条及び第5条の改正規定は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和 4年法律第104号）附則第 1条第4号の政令で

定める日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 12号 

奈良市介護保険条例の一部を改正する条例 

奈良市介護保険条例（平成12年奈良市条例第13号）の一部を次のように改正する。 

第 4条第 1項中「令和 3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和 8年度まで」に改め、同項第 1号中

「35,800円」を「34,000円」に改め、同項第 2号中「50,100円」を「48,100円」に改め、同項第 3号中「50,100円」

を「48,500円」に改め、同項第 4号中「64,400円」を「67,200円」に改め、同項第 5号中「71,600円」を「74,600

円」に改め、同項第 6号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 
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次のいずれかに該当する者 85,800円 

第4条第1項第6号イを次のように改める。 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの（令第 39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第 8号イ、第9号

イ、第10号イ、第11号イ、第 12号イ、第13号イ、第 14号イ、第15号イ、第16号イ又は第 17号イに該当

する者を除く。） 

第4条第1項第7号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

次のいずれかに該当する者 93,300円 

第4条第1項第7号イを次のように改める。 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの（令第 39条第 1項第 1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第 9号イ、第 10

号イ、第 11号イ、第 12号イ、第 13号イ、第 14号イ、第 15号イ、第 16号イ又は第 17号イに該当する者を

除く。） 

第4条第1項第8号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

次のいずれかに該当する者 112,000円 

第4条第1項第8号イを次のように改める。 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（令第 39条第 1項第 1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第 10号イ、第

11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第 16号イ又は第17号イに該当する者を除く。） 

第4条第1項第9号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

次のいずれかに該当する者 126,900円 

第4条第1項第9号ア中「400万円」を「420万円」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（令第 39条第 1項第 1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第 11号イ、第

12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第 17号イに該当する者を除く。） 

第4条第1項第10号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

次のいずれかに該当する者 141,800円 

第4条第1項第10号ア中「600万円」を「520万円」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（令第 39条第 1項第 1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第 12号イ、第

13号イ、第14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。） 

第4条第1項第11号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

次のいずれかに該当する者 156,700円 

第4条第1項第11号ア中「800万円」を「620万円」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（令第 39条第 1項第 1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第 13号イ、第

14号イ、第15号イ、第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。） 

第4条第1項第12号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

次のいずれかに該当する者 171,700円 

第4条第1項第12号ア中「1,000万円」を「720万円」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（令第 39条第 1項第 1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第 14号イ、第

15号イ、第16号イ又は第 17号イに該当する者を除く。） 

 第4条第1項第13号中「164,700円」を「216,500円」に改め、同号を同項第 18号とし、同項第 12号の次に次の

5号を加える。 

(13)次のいずれかに該当する者 179,100円 

ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を
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必要としない状態となるもの（令第 39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第 15号イ、第

16号イ又は第17号イに該当する者を除く。） 

(14)次のいずれかに該当する者 186,600円 

ア 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（令第 39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第 16号イ又は

第17号イに該当する者を除く。） 

(15)次のいずれかに該当する者 194,100円 

ア 合計所得金額が1,200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（令第 39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ又は第 17号イに

該当する者を除く。） 

(16)次のいずれかに該当する者 201,500円 

ア 合計所得金額が1,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（令第 39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者

を除く。） 

(17)次のいずれかに該当する者 209,000円 

ア 合計所得金額が2,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（令第 39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第4条第2項中「令和3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和8年度まで」に、「21,500円」を「21,300

円」に改め、同条第 3項中「令和 3年度から令和5年度まで」を「令和 6年度から令和8年度まで」に、「21,500円」

を「21,300円」に、「32,200円」を「33,200円」に改め、同条第 4項中「令和3年度から令和 5年度まで」を「令和

6年度から令和 8年度まで」に、「21,500円」を「21,300円」に、「46,500円」を「48,100円」に改める。 

第6条第3項中「若しくは第12号イ」を「、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ、第 16号イ若しくは

第17号イ」に、「第13号」を「第 18号」に改める。 

附則第 8条を削る。 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例による改正後の奈良市介護保険条例第 4条の規定は、令和 6年度分の保険料から適用し、令和 5年度以

前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 13号 

奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

奈良市国民健康保険条例（昭和 34年奈良市条例第13号）の一部を次のように改正する。 

第12条の6の10中「20万円」を「22万円」に改める。 

第 16条第 1項第 2号中「29万円」を「29万 5千円」に改め、同項第 3号中「53万 5千円」を「54万 5千円」に

改め、同条第 3項中「20万円」を「22万円」に改める。 

第21条の3第2項中「に規定する雇用保険受給資格者証」を「の雇用保険受給資格者証又は同令第 19条第3項の

雇用保険受給資格通知」に改める。 

附 則 
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（施行期日） 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この条例による改正後の奈良市国民健康保険条例第12条の6の10並びに第16条第1項及び第 3項の規定は、令

和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例及び奈良

市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例を廃止する条例をここに公

布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 14号 

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例及び

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例を廃止する条例 

次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例（平成

25年奈良市条例第16号） 

(2) 奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例（平成 25年奈良市

条例第 58号） 

附 則 

 （施行期日） 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例による廃止前の奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める

条例（以下「廃止前の指定条例」という。）別表左欄に掲げる特定非営利活動法人に対する、この条例による廃止前

の奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例（以下

「廃止前の基準、手続等条例」という。）の規定による基準、手続等については、廃止前の指定条例別表右欄に掲げ

る個人市民税の控除対象となる寄附金の支出期間の満了までの間、廃止前の基準、手続等条例の規定（第 5条、第

7条及び第9条の規定を除く。）は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 

3 廃止前の指定条例別表左欄に掲げる特定非営利活動法人に対する地方税法（昭和 25年法律第 226号）第314条の

7第 1項第4号の規定の適用については、同表右欄に掲げる個人市民税の控除対象となる寄附金の支出期間の満了

までの間、廃止前の指定条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市営駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 15号 

奈良市営駐車場条例の一部を改正する条例 

奈良市営駐車場条例（平成9年奈良市条例第 40号）の一部を次のように改正する。 

第3条第1号中「（側車付二輪自動車を除く。）」を削り、同条に次の 1項を加える。 

2 前項ただし書の規定にかかわらず、二輪自動車（側車付二輪自動車を除く。以下同じ。）は、JR奈良駅第1駐車場

を利用することができる。 

 第3条の2第1項に次のただし書を加える。 

  ただし、前条第2項の規定による二輪自動車の利用を除く。 

 別表第 1を次のように改める。 

別表第 1（第4条関係） 
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駐車区分 駐車時間 利用料金の上限 

自動車（二輪自動車を除

く。） 

駐車時間が 24時間

以内の場合 

午前6時から翌日

午前 0 時 30 分ま

での間に駐車す

る場合 

20 分までごとにつき 100 円（その

額が 900 円を超える場合にあって

は、900円） 

午前 0 時 30 分を

越えて駐車する

場合 

1,200円 

 駐車時間が 24時間を越える場合 駐車時間 24時間につき 1,200円と

し、当該駐車時間に 24 時間未満の

端数があるときは当該端数につい

てこの表の自動車（二輪自動車を除

く。）の部駐車時間が 24時間以内の

場合の項の規定を適用して得た利

用料金の上限を加えた額 

二輪自動車 午前 6 時から翌日午前 0 時 30 分（以

下「基準時」という。）までの間に駐車

する場合 

1回につき 

500円 

基準時から 24 時間を越えないで駐車

する場合 

1,000円 

基準時から 24 時間を越えて駐車する

場合 

1,000 円に、基準時から 24 時間を

経過するごとに、500円を加えた額 

  備考 定期利用（二輪自動車を除く。）をする場合の利用料金の上限は、1箇月につき15,000円とする。 

附 則 

 （施行期日） 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

 （なら 100年会館条例の一部改正） 

2 なら100年会館条例（平成10年奈良市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

第16条中「奈良市営駐車場条例第 3条」を「奈良市営駐車場条例第 3条第1項」に改める。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 16号 

奈良市火災予防条例の一部を改正する条例 

奈良市火災予防条例（昭和37年奈良市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

第38条第1項第2号ただし書中「主要構造部」を「特定主要構造部」に、「第 2条第5号」を「第 2条第9号の2

イ」に改め、同条第 2項中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

第41条第1項第1号中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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奈良市条例第 17号 

奈良市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

奈良市水道事業給水条例（昭和 33年奈良市条例第14号）の一部を次のように改正する。 

第11条第1項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

附 則 

この条例は、令和 6年4月1日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 18号 

奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

奈良市病院事業の設置等に関する条例（平成 15年奈良市条例第 47号）の一部を次のように改正する。 

別表第 1備考中「（土曜日は午後零時 30分）」を削る。 

附 則 

この条例は、令和 6年6月1日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 

 

奈良市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 19号 

奈良市税条例の一部を改正する条例 

奈良市税条例（昭和 46年奈良市条例第 12号）の一部を次のように改正する。 

附則第 5条の次に次の1条を加える。 

（令和 6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

第5条の2 所得割の納税義務者の選択により、法附則第 4条の4第4項に規定する特例損失金額（以下この項にお

いて「特例損失金額」という。）がある場合には、特例損失金額（同項に規定する災害関連支出がある場合には、

第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金

額」という。）について、令和 5年において生じた法第314条の 2第 1項第 1号に規定する損失の金額として、こ

の条例の規定を適用することができる。この場合において、第 21条の規定により控除された金額に係る当該損失

対象金額は、その者の令和 7年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市

民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 

2 前項前段の場合において、第 21条の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を

受けた者と生計を一にする令第 48条の 6第 1項に規定する親族の有する法附則第 4条の 4第 4項に規定する資産

について受けた損失の金額（以下この項において「親族資産損失額」という。）があるときは、当該親族資産損失

額は、当該親族の令和 7年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民

税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。 

3 第1項の規定は、令和6年度分の第 28条第1項又は第4項の規定による申告書（その提出期限後において市民税

の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第 29条第 1項の確定申告書を含

む。）に第 1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合（これらの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。）に限り、適用する。 

附則第 6条中「附則第4条の4第3項」を「附則第4条の5第3項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 
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 奈良市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 令和 6年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 20号 

奈良市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 奈良市議会委員会条例（昭和 49年奈良市条例第52号）の一部を次のように改正する。 

 第12条中「事故」を「事故が」に改める。 

第15条の次に次の1条を加える。 

（委員会の開会方法の特例） 

第15条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手

の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンラインによる方法」という。）によつて、委

員会を開会することができる。ただし、第 20条第1項の秘密会は、この限りでない。 

 (1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集

しようとする場所に参集することが困難である場合 

 (2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合 

2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじ

め委員長の許可を得なければならない。 

3 第 1 項の規定により開会された委員会に、オンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用につ

いては、当該委員会に出席しているものとみなす。 

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。 

 第20条第2項中「はかつて」を「諮つて」に改める。 

 第21条に次の1項を加える。 

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨

を申し出なければならない。 

第22条第1項中「これ」を「、これ」に改め、同条第2項中「終る」を「終わる」に改める。 

 第24条に次の1項を加える。 

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処

理組織（委員会又は委員長の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項において同じ。）とその通知

の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第 28 条において同じ。）

を使用する方法により行うことができる。 

 第25条に次の1項を加える。 

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。 

第28条の見出し中「文書」を「文書等」に改め、同条中「文書で」を「文書若しくは電子情報処理組織を使用する

方法により」に改める。 

第29条第1項中「参考人」を「、参考人」に改め、同条第 3項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第 4

項とし、同条第 2項の次に次の1項を加える。 

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。 

第 30条第 2項を削り、同条第 3項中「前 2項」を「前項」に改め、同項を同条第 2項とし、同条に次の 1項を加

える。 

3 第 1 項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、

電子計算機により情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。この場合において、同項の規

定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定

めるものをもつて代えることができる。 

附 則 

 この条例は、令和 6年4月1日から施行する。 

（令和 6年3月29日掲示済） 
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奈良市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年3月31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市条例第 21号 

奈良市税条例の一部を改正する条例 

奈良市税条例（昭和 46年奈良市条例第 12号）の一部を次のように改正する。 

附則第 7条の4の次に次の4条を加える。 

（令和 6年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第7条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第 5条の8第4項及び第5項に規定するところにより控除

すべき市民税に係る令和 6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が 1,805万円以下である所得割の納税義

務者（次条及び附則第 7条の 7において「特別税額控除対象納税義務者」という。）の第 22条、第24条から第25

条の 2まで、附則第5条第2項、附則第 7条第1項、附則第7条の3の2第1項、前条及び附則第 9条の2の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。 

2 前項の規定の適用がある場合における第24条の2第2項、第44条の5第1項及び前条の規定の適用については、

第 24条の 2第 2項及び前条中「附則第 5条の 6第 2項」とあるのは「附則第 5条の 6第 2項及び第 5条の 8第6

項」と、第 44条の 5第 1項中「課した」とあるのは「附則第 7条の 5第 1項の規定の適用がないものとした場合

に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、

「、前々年中」とあるのは「、附則第 7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とす

る。 

（令和 6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第7条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額について

は、第 34条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（前条第 1 項の規定の適

用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収

に係る個人の県民税の額（法附則第 5条の 8第 1項及び第 2項の規定の適用がないものとした場合に算出され

る普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下この号におい

て「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税

の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下この項

において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に

係る個人の住民税の額を 4 で除して得た金額（当該金額に 1,000 円未満の端数があるとき、又は当該金額の全

額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金

額」という。）に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除し

た残額に相当する金額（以下この項において「第 1期分金額」という。）に満たない場合には、当該納税通知書

に記載すべき各納期の納付額は、第 33条第1項に規定する第 1期の納期（以下この項、次項及び次条第 1項に

おいて「第1期納期」という。）においてはその者の第 1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る

特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第 1 期分金額以上

であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記

載すべき各納期の納付額は、第 1期納期においてはないものとし、第 33条第1項に規定する第 2期の納期（以

下この項及び次条第1項において「第 2期納期」という。）においてはその者の第 1期分金額とその者の分割金

額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、同項に規定する

第3期の納期（以下この項において「第 3期納期」という。）及び同項に規定する第 4期の納期（以下この項に

おいて「第4期納期」という。）においてはその者の分割金額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第 1 期分金額とそ

の者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第 1 期分金額とその者の分割金額に 2 を乗じて得た金

額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第 1 期納期及び第 2 期納

期においてはないものとし、第 3 期納期においてはその者の第 1期分金額とその者の分割金額に 2を乗じて得

た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第 4 期納期
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においてはその者の分割金額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第 1 期分金額とそ

の者の分割金額に 2 を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の

納付額は、第 1期納期、第 2期納期及び第 3期納期においてはないものとし、第 4期納期においてはその者の

普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合

算額とする。 

2 令和6年度分の個人の市民税（第 1期納期から第44条第1項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されるこ

ととなつたものを除く。）を同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前項の規定は、

適用しない。 

（令和 6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例） 

第 7条の 7 令和 6年度分の個人の市民税に限り、第 44条の 2第 1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収す

べき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税（第 3項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」とい

う。）の額及び同条第 2項の規定により普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市

民税の額については、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額（附則第 7条の 5第 1項

の規定の適用がないものとした場合に算出される第44条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得

に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第 5号におい

て同じ。）の合算額（以下この号及び第 5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。）

をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合

算額を控除した額（以下この項及び第 3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」とい

う。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の

市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の

市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。）を控除した額をいう。以下この号にお

いて同じ。）を 2で除して得た金額（当該金額に 1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が 1,000

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第 2期分金額」とい

う。）をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下こ

の項において「第1期分金額」という。）に満たない場合には、第 1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法に

よつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において「普通徴収対象税額」と

いう。）並びに第 44 条の 3 に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収す

べき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第 3項において「特別徴収対象税額」とい

う。）は、第1期納期においてはその者の第 1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税

額控除額を控除した残額に相当する税額、第 2 期納期においてはその者の第 2 期分金額に相当する税額、当該

年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係

る個人の市民税の額を 3 で除して得た金額（当該金額に 100 円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が

100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」とい

う。）に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に

相当する金額（以下この項において「10月分金額」という。）に相当する税額、同年 12月 1日から翌年の 3月

31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第 1 期分金額

以上であり、かつ、その者の第 1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対

象税額及び特別徴収対象税額は、第 1期納期における税額はないものとし、第 2期納期においてはその者の第1

期分金額とその者の第 2 期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の 10月1日から11月30日までの間においてはそ

の者の10月分金額に相当する税額、同年 12月1日から翌年の 3月31日までの間においてはその者の分割金額

に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第 1 期分金額

とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第 1期分金額、その者の第 2期分金額及びその

者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第 1期納期及び第
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2期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の 10月 1日から 11月 30日までの間におい

てはその者の第1期分金額、その者の第 2期分金額及びその者の 10月分金額の合計額からその者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 12月 1日から翌年の 3月 31日

までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第 1期分金額、

その者の第2期分金額及びその者の 10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第 1期分金額、その者の

第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及

び特別徴収対象税額は、第 1期納期及び第 2期納期並びに当該年度の初日の属する年の 10月 1日から 11月 30

日までの間における税額はないものとし、同年 12月1日から翌年の 1月31日までの間においてはその者の第1

期分金額、その者の第2期分金額、その者の 10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの

間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第 1期分金額、

その者の第2期分金額、その者の 10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対

象税額及び特別徴収対象税額は、第 1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の 10月1日から

翌年の 1月 31日までの間における税額はないものとし、同年 2月 1日から 3月 31日までの間においてはその

者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。 

2 前項の規定の適用がある場合における第 44条の4の規定の適用については、同条第 2項中「年金所得に係る特別

徴収税額を当該年度の初日の属する年の 10月 1日から翌年の 3月 31日までの間における当該特別徴収対象年金

所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第 7条の 7第 1項各号に規

定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。 

3 令和 6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額（第 1項の規定の適用がある

ものを除く。）については、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除

前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第 44条の5第

1 項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を 3で除して

得た金額（当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が 100円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に 2を乗じて得た金額をその

者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項におい

て「10月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の 10月1日

から11月30日までの間においてはその者の 10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 12月 1日から翌年の 3月 31日までの間においてはその者の

分割金額に相当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の 10月分金額以

上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の 10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年 12月1

日から翌年の 1月 31日までの間においてはその者の 10 月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年 2月 1日から 3月 31

日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の 10月分金額と

その者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の 10月 1

日から翌年の 1月 31日までの間における税額はないものとし、同年 2月 1日から 3月 31日までの間において

はその者の第 44条の 5第 2項の規定により読み替えられた第 44条の 2第 1項に規定する年金所得に係る特別

徴収税額に相当する税額とする。 

4 前項の規定の適用がある場合における第 44条の4の規定の適用については、同条第 2項中「年金所得に係る特別

徴収税額を当該年度の初日の属する年の 10月 1日から翌年の 3月 31日までの間における当該特別徴収対象年金

所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第 7条の 7第 3項各号に規

定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。 
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5 令和6年度分の個人の市民税につき第 44条の6第1項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適

用しない。 

（令和 7年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第 7条の 8 令和 7年度分の個人の市民税に限り、法附則第 5条の 12第 3項及び第 4項に規定するところにより控

除すべき市民税に係る令和 7 年度分特別税額控除額を、同条第 3 項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第

22条及び第24条から第25条の 2まで並びに附則第5条第2項、附則第7条第1項、附則第 7条の3の2第1項、

附則第 7条の4及び附則第9条の 2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

附則第 8条第 2項中「前条」を「附則第 7条の 4」に改め、同条第 3項中「第 25条の 2第 1項」の次に「、附則

第7条の5第1項及び前条」を加え、「同項中」を「第 25条の2第1項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、

「とする」を「と、附則第 7条の 5第1項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第 8条第2項及び」と、前条中「附

則第7条の4及び」とあるのは「附則第 7条の4、次条第2項及び」とする」に改める。 

附則第 10条の 2第 6項を削り、同条第 7項中「附則第15条第 38項」を「附則第 15条第 37項」に改め、同項を

同条第 6項とし、同条第 8項中「附則第 15条第 42項」を「附則第 15条第 41項」に改め、同項を同条第 7項とし、

同条中第 9項を第8項とし、第10項を第9項とする。 

附則第 11条の見出し中「令和 3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和 8年度まで」に改め、同条第

8号中「附則第 19条の3第5項」を「附則第 19条の3第4項」に改める。 

附則第 11条の 2の見出し中「令和 4年度又は令和 5年度」を「令和 7年度又は令和 8年度」に改め、同条第 1項

中「令和 4年度分又は令和5年度分」を「令和 7年度分又は令和 8年度分」に改め、同条第 2項中「令和4年度適用

土地又は令和 4年度類似適用土地」を「令和 7年度適用土地又は令和 7年度類似適用土地」に、「令和 5年度分」を

「令和 8年度分」に改める。 

附則第 12条の前の見出し中「令和 3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和 8年度まで」に改め、同

条第1項中「令和3年度から令和 5年度まで」を「令和6年度から令和 8年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和

4年度分の固定資産税にあつては、100分の2.5）」及び「（令和3年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資

産税の課税標準額）」を削り、同条第 2項及び第 3項中「令和 4年度分及び令和 5年度分」を「令和 6年度から令和

8年度までの各年度分」に改め、同条第 4項及び第5項中「令和 3年度から令和5年度まで」を「令和 6年度から令

和8年度まで」に改める。 

附則第 12条の2中「令和3年法律第 7号」を「令和6年法律第 4号」に、「附則第14条第 1項」を「附則第21条

第1項」に、「令和3年度から令和 5年度まで」を「令和6年度から令和 8年度まで」に改める。 

附則第 13条の見出し中「令和 3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和 8年度まで」に改め、同条中

「令和 3年度から令和5年度まで」を「令和 6年度から令和8年度まで」に改め、「。以下この条において同じ。」及

び「（令和 3年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第 14条第4項を削る。 

附則第 15条第 1項中「令和 3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和 8年度まで」に改め、「（令和 3

年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第 2項中「令和 4年度分及び

令和5年度分」を「令和6年度から令和 8年度までの各年度分」に改める。 

附則第 18条中「又は第4項」を削る。 

附則第 19条第 1項中「令和 3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和 8年度まで」に改め、同条第 2

項中「令和 6年3月31日」を「令和 9年3月31日」に改める。 

附則第 23条の2第3項に次の 1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 23条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

附則第 24条第3項に次の1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第24条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 25条第3項に次の1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第25条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。 
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附則第 28条第5項に次の1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第28条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第 28条の2第2項に次の 1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 28条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

附則第 28条の3第2項に次の 1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 28条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とす

る。 

附則第 28条の3の2第2項に次の 1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第28条の3の2第1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

附則第 28条の3の2第5項に次の 1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 28条の 3の 2第 3項後段の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

附則第 28条の3の3第2項に次の 1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第28条の3の3第1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。 

附則第 28条の3の3第5項に次の 1号を加える。 

(5) 附則第 7条の 5及び附則第 7条の 8の規定の適用については、附則第 7条の 5第 1項及び附則第 7条の 8中

「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第 28条の 3の 3第 3項後段の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

附則第 28条の9を削る。 

附則第 28条の 10（見出しを含む。）中「附則第 15条第 38項」を「附則第 15条第 37項」に改め、同条を附則第

28条の9とする。 

附則第 29条の前の見出し中「令和 3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和 8年度まで」に改め、同

条第1項中「令和3年度から令和 5年度まで」を「令和6年度から令和 8年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和

4年度分の都市計画税にあつては、100分の2.5）」及び「（令和3年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計

画税の課税標準額）」を削り、同条第 2項及び第 3項中「令和 4年度分及び令和 5年度分」を「令和 6年度から令和

8年度までの各年度分」に改め、同条第 4項及び第5項中「令和 3年度から令和5年度まで」を「令和 6年度から令

和8年度まで」に改める。 

附則第 29条の2中「令和3年法律第 7号」を「令和6年法律第 4号」に、「附則第14条第 1項」を「附則第21条

第1項」に、「令和3年度から令和 5年度まで」を「令和6年度から令和 8年度まで」に改める。 

附則第 30条の見出し中「令和 3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和 8年度まで」に改め、同条中

「令和 3年度から令和5年度まで」を「令和 6年度から令和8年度まで」に改め、「。以下この条において同じ。」及

び「（令和 3年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削る。 

附則第 32条第 1項中「令和 3年度から令和 5年度まで」を「令和 6年度から令和 8年度まで」に改め、「（令和 3

年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削り、同条第 2項中「令和 4年度分及び

令和5年度分」を「令和6年度から令和 8年度までの各年度分」に改める。 

附則第 35条中「第 35項まで、第 38項、第 39項、第 43項若しくは第 46項」を「第 34項まで、第 37項、第 38

項、第 42項若しくは第45項」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 
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第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第 2 条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の奈良市税条例（以下「新条例」という。）の規定中

固定資産税に関する部分は、令和 6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和 5年度分までの固定資産

税については、なお従前の例による。 

2 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律（令和6

年法律第 4号）第1条の規定による改正前の地方税法（昭和 25年法律第226号。次項及び次条第 2項において「旧

法」という。）附則第 15条第 25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

3 平成 29年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までの間に受けた旧法附則第 15条第 32項に規定する政府の補助に係

る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の

例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の都市

計画税について適用し、令和 5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

2 平成 29年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までの間に受けた旧法附則第 15条第 32項に規定する政府の補助に係

る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の

例による。 

（令和 6年3月31日掲示済） 
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